
　

市
営
住
宅

◆
瓜
生
屋
第
１
住
宅
（
新
穂
）

　

所
在
地　

新
穂
瓜
生
屋
２
８
３
番
地
２

　

規
格　

木
造
２
階
建
て

　
　
　

３
Ｄ
Ｋ
、
平
成
11
年
度
建
設

　

募
集
戸
数　

１
戸
（
12
号
）

　

月
額
家
賃　

２
万
４
１
０
０
円
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

４
万
７
４
０
０
円

　

県
営
住
宅

◆
青
柳
寺
住
宅
（
佐
和
田
）

　

所
在
地　

中
原
３
１
３
番
地
１

　

規
格　

中
層
耐
火
構
造
４
階
建
て

　
　
　

３
Ｄ
Ｋ
、
昭
和
56
年
度
建
設

　

募
集
戸
数　

３
戸
（
３
、
４
階
）

　

月
額
家
賃　

１
万
６
５
０
０
円
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

３
万
２
４
０
０
円

　

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

◆
新
町
住
宅
（
真
野
）

　

所
在
地　

真
野
65
番
地
１

　

規
格　

木
造
平
屋
建
て

　
　
　

３
Ｄ
Ｋ
、
平
成
13
年
度
建
設

　

募
集
戸
数　

１
戸
（
12
号
）

　

月
額
家
賃　

５
万
６
０
０
０
円

◆
天
沢
住
宅
２
（
羽
茂
）

　

所
在
地　

羽
茂
本
郷
１
６
１
２
番
地

　

規
格　

木
造
平
屋
建
て

　
　
　

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
平
成
８
年
度
建
設

　

募
集
戸
数　

１
戸
（
14
号
）

　

月
額
家
賃　

４
万
５
０
０
０
円

◆
真
浦
住
宅
（
赤
泊
）

　

所
在
地　

真
浦
１
３
９
番
地
８

　

規
格　

木
造
２
階
建
て

　
　
　

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
平
成
７
、
８
年
度
建
設

　

募
集
戸
数　

２
戸
（
３
、
６
号
）

　

月
額
家
賃　

３
万
８
０
０
０
円

　

若
者
夫
婦
向
け
賃
貸
住
宅

◆
大
野
第
２
住
宅
（
両
津
）

　

所
在
地　

梅
津
２
２
４
４
番
地
２

　

規
格　

中
層
耐
火
構
造
３
階
建
て

　
　
　

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
平
成
14
年
度
建
設

　

募
集
戸
数　

１
戸
（
１
階
）

　

月
額
家
賃　

３
万
８
０
０
０
円

　

入
居
資
格

※
市
営
、
県
営
住
宅
は
①
②
③
④
⑥
に
、

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
は
①
②
③
⑤
⑥

に
、
若
者
夫
婦
向
け
賃
貸
住
宅
は
①

③
⑦
⑧
⑨
⑩
に
該
当
す
る
こ
と

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
先
が
あ
る

か
、
住
所
を
移
そ
う
と
し
て
い
て
、

公
租
公
課（
市
税
等
）を
滞
納
し
て
い

な
い
こ
と

②
同
居
す
る
親
族
（
婚
約
者
を
含
む
）
が

い
る
こ
と

③
申
込
者
（
同
居
す
る
親
族
を
含
む
）
が

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
６
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

④
収
入
（
所
得
金
額
の
合
計
か
ら
各
種

控
除
を
行
っ
た
額
）
の
月
額
が
15
万

８
０
０
０
円
（
高
齢
者
世
帯
、
障
が

い
者
の
い
る
世
帯
、
小
学
校
就
学
前

の
お
子
さ
ん
が
い
る
世
帯
等
は
21
万

４
０
０
０
円
）
以
下
で
あ
る
こ
と

⑤
収
入
（
所
得
金
額
の
合
計
か
ら
各
種

控
除
を
行
っ
た
額
）
の
月
額
が
15
万

８
０
０
０
円
以
上
48
万
７
０
０
０
円

以
下
で
あ
る
こ
と

⑥
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

⑦
申
込
者
と
配
偶
者
（
婚
約
者
を
含
む
）

の
満
年
齢
の
合
計
が
申
込
み
日
に
お

い
て
70
歳
以
下
で
あ
る
こ
と

⑧
申
込
者
と
配
偶
者
（
婚
約
者
を
含
む
）

が
同
居
す
る
こ
と

⑨
同
居
す
る
方
が
申
込
者
及
び
配
偶
者

の
直
系
親
族
で
あ
る
こ
と

⑩
入
居
後
、
速
や
か
に
当
該
賃
貸
住
宅

の
所
在
地
に
住
所
を
移
転
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と

申
込
方
法　

市
役
所
建
設
課
ま
た
は
各
支
所
・
行
政
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
住
宅
担
当
窓
口
へ
、

申
請
書
な
ど
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

申
込
期
限　

６
月
30
日（
水
）
午
後
５
時

入
居
可
能
日　

７
月
下
旬

入
居
に
際
し
市
内
在
住
の
連
帯
保
証
人
と
敷

金（
家
賃
の
３
か
月
分
）が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
事
前
に
住
宅
内
部
の
見
学
も
可
能
で
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
建
設
課
（
建
築
住
宅
係
）

63
│
５
１
１
８　

ま
た
は
各
支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

の
住
宅
担
当
窓
口
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

相
談
内
容　
　

・
解
雇
、
退
職
、
雇
用
保
険
、
賃
金
な
ど
の

労
働
問
題

・
就
業
規
則
の
改
定
な
ど
の
労
使
関
係

相
談
時
間

　

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
休
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

◇
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

◇
無
料
の
弁
護
士
相
談
も
あ
り
ま
す
（
事
前

に
予
約
が
必
要
で
す
）
。

【
休
日
労
働
相
談
会
の
お
知
ら
せ
】

　

労
働
者
、
事
業
主
を
問
わ
ず
、
労
働
に
関

す
る
ご
相
談
に
社
会
保
険
労
務
士
や
労
働
基

準
監
督
署
の
職
員
な
ど
が
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま

す
。

　

労
働
に
関
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
何
で
も

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

６
月
19
日
（
土
）　

　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時
30
分

場
所　

新
潟
地
域
振
興
局
（
新
潟
市
中
央
区

　
　
　

川
岸
町
３
―
１
８
―
１
）

※
新
潟
放
送
（
Ｂ
Ｓ
Ｎ
）
隣
、
Ｊ
Ｒ
白
山
駅

か
ら
徒
歩
10
分

◇
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

◇
事
前
予
約
は
不
要
で
す
。

お　

知　

ら　

せ

公
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

新
潟
県
新
潟
労
働
相
談
所
か
ら
の
お
知
ら
せ
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